
西
日
本
豪
雨
災
害
で
被
災
さ
れ
た
す
べ
て
の

皆
様
方
に
、
お
悔
や
み
と
お
見
舞
い
を
申
し
上

げ
ま
す
。

国
土
の
強
靭
化
の
必
要
性
は
災
害
の
た
び
に

痛
感
し
ま
す
。
同
時
に
、
日
本
の
国
力
維
持
の

た
め
、
若
い
世
代
の
結
婚
、
出
産
、
子
育
て
に
国
税
投
入
が
必
要

で
す
。
来
年
十
月
、
保
育
料
等
無
償
化
が
始
ま
る
予
定
で
す
。
子

育
て
に
お
金
が
か
か
る
と
い
う
常
識
を
払
拭
す
る
国
の
政
策
転
換

で
人
口
減
少
を
食
い
止
め
た
い
も
の
で
す
。

�

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
長
　
来
栖
　
丈
治

コ ラ ム
議 会 日 誌議 会 日 誌

議
会
を
傍
聴
し
て

市
の
動
き
を
知
り
ま
し
ょ
う
！

議
会
を
傍
聴
し
て

市
の
動
き
を
知
り
ま
し
ょ
う
！

　
本
会
議
は
、
一
般
に
公
開
さ
れ
て
お
り
、
ど
な
た
で
も
自
由
に
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
、

議
会
で
の
議
員
の
発
言
や
、
市
長
の
考
え
な
ど
を
直
接
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
第
３
回
定
例
会
は
、
９
月
４
日
（
火
）
か
ら
開
会
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

ご意見をお寄せ下さい

編集
後記

（5月1日〜7月31日まで）

●
５
月
●

　

９
日　

議
会
運
営
委
員
会

　

11
日　

茨
城
県
南
市
議
会
議
長
会
定
例
会

　

17
日　

産
業
建
設
委
員
会

　
　
　
　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　

24
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　

24
日
～
６
月
８
日

　
　
　
　

平
成
30
年
第
２
回
定
例
会

　

28
日　

議
案
審
査
特
別
委
員
会

　

30
日　

全
国
市
議
会
議
長
会
第
94
回
定
期
総
会

●
６
月
●

　

８
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　

27
日
～
28
日

　
　
　
　

総
務
委
員
会
視
察
研
修

●
７
月
●

　

17
日　

文
教
厚
生
委
員
会

　
　
　
　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

　

23
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　

30
日　

平
成
30
年
第
１
回
臨
時
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　
　
　
　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

豆辞典 とはとは？？
議
会
の
本
会
議
や
委
員
会
な
ど
で
市
長
や
市

の
職
員
は
本
来
、
反
問
権
は
な
い
も
の
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
反
問
権
を
禁
止
す
る
規
定
が
な

い
た
め
、
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
と
の
解
釈
か

ら
先
進
市
で
は
市
に
反
問
権
・
反
論
権
を
付
与

し
て
い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。

・
反
問
権
と
は

議
会
の
会
議
に
お
い
て
、
議
員
（
委
員
）
か

ら
の
質
問
や
質
疑
の
趣
旨
、内
容
、背
景
、根
拠
、

考
え
な
ど
を
確
認
す
る
た
め
、
市
長
や
市
の
職

員
が
、
議
員
（
委
員
）
に
質
問
す
る
こ
と
を
い

い
ま
す
。

・
反
論
権
と
は

議
会
の
会
議
に
お
い
て
、
議
員
や
委
員
会
か

ら
の
条
例
の
提
案
、
議
案
の
修
正
、
政
策
提
案

そ
の
他
意
見
の
趣
旨
や
根
拠
な
ど
を
確
認
す
る

た
め
、
市
長
や
市
の
職
員
が
、
議
員
（
委
員
）

に
質
問
ま
た
は
反
対
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。

か
す
み
が
う
ら
市
議
会
で
は
、議
論
の
論
点
・

争
点
の
明
確
化
を
期
待
し
、
よ
り
一
層
市
民
に

開
か
れ
た
議
会
を
目
指
し
て
、
議
員
（
ま
た
は

委
員
）
の
質
問
・
質
疑
に
対
し
て
答
弁
す
る
者

に
反
問
権
及
び
反
論
権
を
、
平
成
30
年
第
２
回

定
例
会
よ
り
付
与
し
て
い
ま
す
。

反問権・反論権反問権・反論権

詳しいことは、議会事務局へお問い合わせください。　電話　0299（59）2111　内線1302　FAX　0299（59）4753
ホームページ　http://www.city.kasumigaura.lg.jp/gikai/　メールアドレス　gikai@city.kasumigaura.lg.jp

◆新議員を紹介します◆
平成30年７月８日に市議会議員補欠選
挙が執行され、久松　公生議員が当選さ
れました。なお、任期は平成31年１月
27日までとなります。

久
松　

公
生

　

新
治
１
８
２
５
番
地
３
９

平成30年第２回
定例会では、
延べ２０名
の方が本会議を
傍聴されました。

［
文
教
厚
生
委
員
会
委
員
］

［
議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会
委
員
］


